
　わが国や郷土の優れた伝統や文化に
関心をもち、理解を深めるとともに、
それらを尊重する態度を育てること
は、日本人としての自覚をもち、国際
社会において主体的に生きていくため
に必要なことです。ここに、伝統文化
教育のねらいがあります。
　具体的には、次のように定めること
ができます。
・わが国固有の伝統的な文化や生活習
慣などについて、その実際の姿や今
日まで引き継がれてきたことの意義
を理解し、それらに関心をもって進
んで継承・発展させていこうとする
意欲と態度を育てる。

・わが国の伝統や文化の実態について
具体的な事象を調べたり、積極的に
かかわったりしながら、伝統や文化
のもつ今日的な意義や役割、歴史的
な背景などについて考え、これから
のあり方や自己の生き方を判断でき
るようにする。

　伝統文化教育は、単に知識を習得さ
せるだけでなく、伝統や文化の意義や
役割などを思考・判断し、それらを表
現する能力を育成することや、学習の
成果を自らの生き方に結びつけること
ができるようにすることを目指してい
ます。伝統文化教育のねらいは、理解
と態度と能力の三つの要素から構成さ

れており、これらを統一的に身につけ
ることが求められます。

　伝統文化教育においても、子どもた
ちは教材にかかわりながら、教師の定
めたねらいを身につけていきます。教
材とは学習する際の対象のことです。
伝統文化教育では、その教材を多様に
求めることができます。このことは、
伝統文化教育にさまざまな視点からアプ
ローチできることを意味しています。
　伝統や文化は「暮らし」のあらゆる
場面で見ることができます。暮らし
は衣食住をはじめ、仕事や楽しみ、ス
ポーツなどさまざまな要素から成り
立っています。
　例えば衣食住に目を向けると、和装
や織物などの衣服、伝統食や和菓子、
郷土料理などの食事、住まいや寺社、
庭園などの建築が具体的なアプローチ
の視点になります。
　また、仕事においては、陶芸、竹細
工、木工、人形、和紙などの伝統産業
があります。伝統野菜や盆栽などの園
芸にも伝統や文化が見られます。生活
や仕事に使われている道具や農具、算
盤もあります。遊びや娯楽には、郷土
玩具や折り紙、囲碁、講談や浪曲、歌
舞伎や民俗芸能、日本舞踊などがあり
ます。ほかにも、柔道や剣道、相撲な
どの武道、茶道や華道、書道などの芸

道、年中行事や礼儀作法、冠婚葬祭な
どの儀式もあります。
　伝統文化の教材は身の回りのあらゆ
るところに、さまざまなものが存在し
ていることがわかります。伝統や文化
の内容は人々の暮らしと一体であるか
らです。このことは、伝統文化教育の
取り組みが多様に展開することができ
ることを示しています。

　伝統文化教育がさまざまな視点から
アプローチできるということは、多様
な視点から取り組まなければならない
ということではありません。どこから
でも「はじめの一歩」を踏み出すこと
ができるということです。
　各学校の実態や地域の実情などを踏
まえて教材を選定します。地域の人た
ちの協力が得られる体制があるとさら
によいでしょう。
　時間割には「伝統文化」の時間があ
りませんから、関連する教科や道徳
などの時間に取り上げることになりま
す。「伝統や文化」が例示されている
「総合的な学習の時間」には、よりダ
イナミックな活動を展開することがで
きます。学校給食や遊びの時間、掲示
板を活用することもできます。
　取り組みやすいところから、まずは
「はじめの一歩」を踏み出すことがポ
イントだと言えます。
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　私たちは一つの口と二つの耳をもっ
ています。口は、食物を食べる以外に
「話す」という役割があります。耳で
は人の話や音楽などを聴くことができ
ます。いずれも言語活動を展開するた
めの重要な器官です。これらに障害の
ある人には配慮のある対応が求められ
ることは言うまでもありません。
　なぜ、口は一つで、耳は二つなので
しょうか。ある人からうかがったこと
ですが、口よりも耳のほうが多いの
は、人に話をすることよりも、人の
話を聴くことを大切にしなさいという
意味があるそうです。科学的な根拠は
まったくありませんが、どこかわかる
ような気がします。
　私たちはどうしても自分の主張を先
に言う傾向があります。主張すること
はとても大切ですが、それと同時に、
あるいはそれ以上に相手の言い分を
じっくり聴くことが大切です。これは
相手を理解し、その人の願いや悩みに
合致した応答をするためです。
　この原則は、子どもに対しても言え
るでしょう。親として子どもの言い分
をまずはじっくり聴いて、受けとめて
やります。「聞き上手」とか「聴く耳
をもつ」などと言います。聴くことは
大切な情報収集であり、相手を理解す
ることにつながるからです。
　二つの耳で子どもの言い分をじっく
り聴き取り、一つの口で適切に伝えま
す。聴くこと、話すことは、親にとっ
ても教師にとっても、子どもの成長に
直接かかわる重要な言語活動です。

　昨年の通常国会で「日本国憲法の改
正手続きに関する法律」が改正され、
６月２０日に施行されました。これに
よって平成３０年６月２１日から、日
本国憲法を改正する際の国民投票につ
いて投票できる年齢（国民投票の投票
権年齢）が、現在の満２０歳以上から
満１８歳以上になります。
　これを受けて文部科学省は、７月
２５日付で「学校教育における憲法に
関する教育」の充実を求める「通知」
を発出しました。子どもたちが国民主
権を担う公民として必要な基礎的教養
を培うことができるように、学習指導

要領にもとづいて憲法に関する教育を
充実させてほしいという内容です。
　その際、単に憲法の内容や政治制度
についての理解で終わらせず、その仕
組みの意義や働きについての理解を深
めさせるよう配慮するとしています。
また、教育基本法（第１４条）の規定
を踏まえて、「特定の政党を支持し、
又はこれに反対するための政治教育そ
の他政治的活動をしてはならない」と
しています。
　本通知は総務省からの依頼を受けた
ものです。そこでは、各学校において
「例えば、選挙管理委員会や選挙啓発
団体と連携し、模擬授業や出前授業な
どの多様な参加・体験型学習を実施す
るなど、憲法や政治に関する教育の一
層の充実」を求めています。

　ある物体や対象などを見るとき、関
心があることなどどうしてもその一部
分に目が向き、全体をとらえることが
疎かになりがちです。そのため、対象
などを一面的にとらえたり、表面だけ
で判断したりして、「これはこうだ」
と決めつけてしまうこともあります。
このことが時には、偏見に結びついた
り、誤った思い込みになったりします。
　例えば、子どもの学習状況を把握す
るとき、ただ漫然と観察し判断するの
ではなく、まず予め定められた観点に
もとづいて評価します。いわゆる観点
別評価です。これによって各観点から
見た学習状況を把握することができま
す。しかしこれだけでは不十分です。
　教科の学力がどの程度、あるいはど
のように身についているのかを総合的

にとらえる必要があります。さらには
一人の人間としてどう成長しているの
かを見定めることも大切です。いわば
丸ごと評価することです。
　観点別評価が「木」を見ること、丸
ごと（総合的に）評価することが「森」
をとらえることに当たります。
　ある物体や人など対象をとらえると
き、その見方・考え方として、部分を
とらえる視点と、全体の姿をとらえる
視点の両者が必要です。距離を置いて
客観的に見たり、部分が全体のなかで
どのような位置にあるのかを考えたり
します。このことによって物事を正し
く理解し、その本質をとらえることが
できます。その後の行動を誤りなく進
めることができるようになります。
　「木を見て、森を見ず」にならな
いよう、森と木の関係性を押さえた見
方・考え方を身につけたいものです。
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